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金
融
監
督
庁

○

平
成
十
一
年

告
示
第
八
号
（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
法
施
行
規
則
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
債
権
管
理
回
収

大

蔵

省

業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
の
基
準
を
定
め
る
件
）

改

正

案

現

行

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

う
。
）
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

規
則
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
会
社
（
以
下

一

規
則
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
会
社
（
以
下

「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
行
い
得
る
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別

「
特
定
会
社
」
と
い
う
。
）
が
行
い
得
る
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別

措
置
法
第
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
は
、
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
訴

措
置
法
第
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
は
、
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
訴

訟
、
調
停
、
和
解
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
特
定
金
銭
債
権
（
同
法
第
二
条

訟
、
調
停
、
和
解
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
特
定
金
銭
債
権
（
同
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お

第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
金
銭
債
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

い
て
同
じ
。
）
の
管
理
及
び
回
収
を
行
う
業
務
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一
号

。
）
の
管
理
及
び
回
収
を
行
う
業
務
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す

に
規
定
す
る
業
務
（
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
特
定
金
銭
債
権
の
管
理
若
し
く

る
業
務
（
他
人
か
ら
譲
り
受
け
て
特
定
金
銭
債
権
の
管
理
若
し
く
は
回
収
を

は
回
収
を
行
う
業
務
に
限
る
。
）
に
付
随
し
て
、
そ
れ
ら
の
特
定
金
銭
債
権

行
う
業
務
に
限
る
。
）
に
付
随
し
て
、
そ
れ
ら
の
特
定
金
銭
債
権
に
係
る
担

に
係
る
担
保
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
（
担
保
権
の
目
的
が
土
地
で
あ
る
場

保
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
（
担
保
権
の
目
的
が
土
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

合
に
あ
っ
て
は
当
該
土
地
の
隣
地
、
担
保
権
の
目
的
が
建
物
で
あ
る
場
合
に

て
は
当
該
土
地
の
隣
地
、
担
保
権
の
目
的
が
建
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

あ
っ
て
は
当
該
建
物
の
所
在
す
る
土
地
及
び
そ
の
隣
地
を
含
む
。
）
の
取
得

当
該
建
物
の
所
在
す
る
土
地
及
び
そ
の
隣
地
を
含
む
。
）
の
取
得
、
管
理
又

、
管
理
又
は
売
却
を
行
う
業
務
と
す
る
こ
と
。

は
売
却
を
行
う
業
務
と
す
る
こ
と
。

二

当
該
特
定
金
銭
債
権
は
、
信
用
協
同
組
合
等
（
信
用
協
同
組
合
又
は
信
用

二

当
該
特
定
金
銭
債
権
は
、
信
用
協
同
組
合
等
（
信
用
協
同
組
合
又
は
信
用

協
同
組
合
連
合
会
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

協
同
組
合
連
合
会
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
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八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合
連
合
会

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
（
協

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
（
協

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い

三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
合
算
し
て
、
基
準
議
決
権
数
（
法
第
四
条
の
三
第
一

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
合
算
し
て
、
基
準
議
決
権
数
（
法
第
四
条
の
三
第
一

項
及
び
法
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下

項
及
び
法
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
超
え
る
特
定
会
社
の
議
決
権
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

同
じ
。
）
を
超
え
る
特
定
会
社
の
議
決
権
（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
い
る
当
該
信

議
決
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
取
得
し
、
又
は
保
有
し
て
い
る
当
該
信

用
協
同
組
合
等
、
そ
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
又
は
保
険
会
社
か
ら
当
該
特
定

用
協
同
組
合
等
、
そ
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
又
は
保
険
会
社
（
以
下
「
信
用

会
社
が
取
得
し
た
債
権
で
あ
る
こ
と
。

組
合
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
特
定
会
社
が
取
得
し
た
債
権
又
は
買
取
会

社
（
規
則
第
四
条
第
四
項
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
買
取
会
社
を
い
う
。
）

が
当
該
信
用
組
合
等
か
ら
買
い
取
っ
た
不
動
産
担
保
付
債
権
で
あ
っ
て
、
特

定
会
社
が
当
該
買
取
会
社
か
ら
取
得
し
た
債
権
で
あ
る
こ
と
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）


